
お薬のことでお困りの時は、

お電話ください

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のために

厚生労働省の時限的・特例的な処置により
電話等での診療や服薬指導が、
できるようになっております。

受診が困難になりつつある状況を踏まえ、
患者さんが電話等にて、
診療を受けられた場合、
薬局ではFAXにより処方箋を受付け、
お薬をお渡しすることが可能です。

薬局名

電 話

F A X

【相談・連絡先】

お薬の受渡方法（配達など）、
料金の支払い方法など、
かかりつけ薬剤師・薬局に
ご相談ください。


